
主な取扱規程

＊1 ご選択の特別勘定が株式ファンドの場合には、増額原資額。 ＊2 保険期間の満了時に被保険者の年齢が90歳以下となるよう主契約の保険期間を設定ください。
＊3 クレジットカード扱において、1契約1回あたりの支払保険料が10万円超となる場合、取り扱っておりません。
※同一の被保険者について、基本保険金額は「変額保険（災害加算・Ⅰ型）」（すでに加入されているこの保険を含みます）を通算して10億円を超えることはできません。

概要明示用資料

2026年4月版

人生100年時代に向け多様化するニーズに寄り添った新機軸の資産形成型保険
ハイブリッド つみたて ライフ ３つのポイント

毎月コツコツ積立で運用しながら資産形成

ドルコスト平均プラス特約

介護認知症年金支払移行特約 指定代理請求特約

家計にあわせてプランを見直し

余裕資金ができたらスポット増額で積み上げ

時間を味方にしてかしこく買い増し

もしもの時の あんしん

三大疾病や介護状態等へのリスクにそなえたい方へ

毎月の積立額の変更も可能
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健康告知
職業告知

なし

コツコツ積立額
月々1万円～

ご契約時追加保険料
10万円～
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お支払事由 お支払金額

災害死亡
保険金

被保険者が、保険期間中につぎのいずれかを直接の原因として死亡したとき
1. 責任開始期（基本保険金額の増額が行なわれた場合の増額部分につい

ては、基本保険金額の増額の際の責任開始期。
以下、同様とします。）以後に生じた不慮の事故による傷害

2. 責任開始期以後に発病した所定の感染症

被保険者が死亡した日の死亡保険金額と、基本保険金額に災害加算割合
（10％）を乗じた金額の合計額

死亡保険金
被保険者が、保険期間中に災害死亡保険金のお支払事由に該当せずに
死亡したとき

被保険者が死亡した日の積立金額

満期保険金 被保険者が、保険期間満了時まで生存したとき 保険期間満了時の積立金額
解約払戻金 あり 配当金 なし

商品の概要

※特別勘定への繰入日後の被保険者が死亡した日において、その日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、お支払金額は当該保険関係費用を差し引いた金額とします。

死亡保険金最低保証特約

災害死亡時の加算額（基本保険金額×10％）

ファンドで運用

積立金額

基本保険金額
（払込保険料累計額）

保険期間
△

契約日
△

満了日
△
特別勘定への繰入日

ご契約時保険料

コツコツ積立額
＋

ご契約時追加保険料

運用が好調な場合死亡保険金額

基 本 保 険 金 額

積 立 金 額

のいずれか大きい金額

運用が不調な場合

■しくみ図（イメージ）

特別勘定の運用実績等により、損失が生じることがあります。

この商品は、T&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。

契約年齢（被保険者の契約日の満年齢） 0～80歳

コツコツ積立額（月々の積立）［規則的増額］

平常月 指定月（指定月に積立を割増する場合）

1万円以上、10万円以下
（1,000円単位）

毎月のコツコツ積立額に1,000円を加算した
金額以上、100万円以下（1,000円単位）

ご契約時追加保険料＊1／スポット増額
［基本保険金額の増額］

10万円以上、9億円以下（1,000円単位）

保険期間
年満了＊2 10年・15年・20年・25年・30年満了

歳満了 50～90歳満了（10年以上の各歳刻み）

保険料払込方法
回数 一時払（コツコツ積立額（規則的増額保険料）は年12回）

経路 口座振替扱、クレジットカード扱＊3

適用できる主な特則・付加できる主な特約
責任開始期に関する特則、死亡保険金最低保証特約、ドルコスト平均プラス特約、終身保険移行特約、

介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約（Ⅰ型）、新遺族年金支払特約、指定代理請求特約

満期保険金額は一括で
お受取りいただけます。

年金支払移行特約（Ⅰ型）を
中途付加することにより、

年金でのお受取も可能です。

また、終身保険移行特約を中途
付加することにより、終身保険に

移行することも可能です。

（死亡保険金最低保証特約を付加する場合）



項目 内容 費用

保
険
期
間
中

保険関係費用

主
契
約

ご契約の
締結等に

必要な費用

年率 0.31％～2.40％
ご契約の締結等に必要な費用の総額（契約日から保険期間満了）は、基本保険金額の平均値に上記の費用（年率）と
保険期間（年数）を乗じて計算します。
基本保険金額の平均値は、契約時に設定したコツコツ積立＊1が保険期間満了まで継続すると仮定した各年度の基本保険金額の
合計を保険期間（年数）で割った金額です。
【月単位の契約応当日の前日末に控除】
※ ご契約の締結等に必要な費用は、被保険者の年齢・性別、保険期間などにより異なります。
※ 随時の増額（ご契約時を含む）をされた場合でも上記年率の範囲を超えることはありません。なお、随時の増額部分の費用は、
  随時の増額による基本保険金額に対して、契約日から10年未満は年率0.8％、10年以上は年率0.32％となります。

特
約

死亡保険金を
最低保証するために

必要な費用

年率0.0060％～15.3015％（被保険者の年齢・性別＊2により異なります。）
基本保険金額と積立金額の差額に対して、死亡保険金を最低保証するために必要な費用（年率）／365を乗じた金額
【月単位の契約応当日の前日末に控除】
※積立金額が基本保険金額を下回っている日のみが対象となります。

運用に関する費用
特別勘定の運用に

必要な費用
各特別勘定ごとにつぎのとおりとなります。
各特別勘定の主な投資対象となる投資信託の信託財産に対して、運用に関する費用＊3（年率）／365 【毎日控除】

積立金移転費
積立金を移転する
際に必要な費用

1保険年度の移転回数に応じてつぎのとおりとなります。
①12回以下：無料 ②13回以上：13回目から1回につき1,000円【移転時に毎回控除】

●「ハイブリッド つみたて ライフ」に係る費用はつぎの合計となります。

諸費用について

項目 内容 費用

解約または
減額をした場合

解約または
減額をした

場合に
必要な費用

年金支払移行特約
(Ⅰ型)、新遺族年金
支払特約、介護認知
症年金支払移行特
約により年金をお受取

りになる場合

年金の支払
管理等に

必要な費用

年金額に対して1.0%＊5（年金支払開始日以後、毎年の年金支払日に控除します）＊6

計算方法

① コツコツ積立の保険料（1年分）＊1 × 適用率（25％） ×（ 1－経過月数＊2／120）

②＊3 スポット増額の保険料等＊4 × 3.5％ ×（ 1－経過月数＊2／120）

＊１ 契約時に定めたコツコツ積立の金額の12回分となります。
※指定月に保険料を割増して支払う場合は、指定月のコツコツ積立の金額の2回分と指定月以外の月のコツコツ積立の金額の

10回分の合計。
       ※契約日から1年未満で解約または減額された場合は、控除時期までの経過月数＋1回分が対象となります。

 ＊２ 契約日から控除時期までの月数を表し、1か月未満は切り捨てとなります。
＊３ コツコツ積立保険料に相当する金額を上回る一時払保険料を支払った場合、またはコツコツ積立以外の増額を行なった場合のみ計算します。
＊４ 一時払保険料からコツコツ積立保険料に相当する金額を差し引いた金額と、コツコツ積立以外の増額金額の合計。

●本資料は、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」の補助資料であり、お支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。この保険のご
検討、お申込に際しては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ず全般的にご確認ください。

●本資料では、「ご契約のしおり・約款」に記載されている「基本保険金額の規則的増額」を「コツコツ積立」、「基本保険金額の増額（随時の増額）」を「スポット増額」、 「基準価格参照型
増額原資充当特約」を「ドルコスト平均プラス特約」として記載しています。

【引受保険会社】【募集代理店】

316-26-A011 ［登録番号 TDF-26-E-27 登録年月 26.04］
2026年4月版

契約日から10年未満で解約または積立金額の減額を行なう場合、①と②の合計の費用が解約または減額部分の積立金額から控除されます。

代理店手数料について
●代理店手数料は、契約時のお客さまへの商品やリスクの説明等、ならびに契約期間中のアフターフォロー等の対価として、つぎのとおり計算した金額が、

 引受保険会社から募集代理店に対して支払われます。
●代理店手数料は、諸費用に追加して、お客さまに別途ご負担いただくものではありません。

コツコツ
積立額

初年度 ２年目以降

年換算保険料×20％ 基本保険金額*1×0.1％

ご契約時追加保険料*2
スポット増額*2

契約日から増額日までの経過年数

2年未満 3年未満 5年未満 10年未満

3.0％ 2.5％ 2.0％ 1.0％

＊1 ご契約時追加保険料、スポット増額による基本保険金額を含みます。
＊2 ご契約時追加保険料またはスポット増額金額のうち、特別勘定に投入された金額に対して上記の割合を乗じて計算します。

＊5 年金の支払管理等に必要な費用は将来変更される可能性があります。
＊6 つぎの年金額については、年金の支払管理等に必要な費用は控除されません。 

・確定年金の場合：年金支払期間の最終年の年金額  ・保証期間付終身年金の場合：保証期間の最終年の年金額 
       ・年金原資確保型終身年金の場合：年金原資保証期間の最終年の年金額

・介護認知症年金の場合：死亡一時金保証期間の最終年の年金額

この保険のリスクについて
⚫特別勘定の資産運用は、主に株式・債券などに投資をする各投資信託を通じて行なわれるため、特別勘定の運用実績は株価や債券価格などにより変動します。
⚫死亡保険金最低保証特約を付加しない場合、災害死亡保険金額または死亡保険金額は、特別勘定の運用実績により、払込保険料累計額を下回る

可能性があります。
⚫満期保険金額は、特別勘定の運用実績により、払込保険料累計額を下回る可能性があります。
⚫解約払戻金額は、特別勘定の運用実績および解約控除額の適用により、払込保険料累計額を下回る可能性があります。

※主な投資対象となる投資信託の信託報酬を記載しています。
運用に関する費用には信託報酬の他、信託事務の諸費用・有
価証券の売買委託手数料などがかかる場合があります。これらの
費用は取引量などによって変動しており、費用の発生前に具体的
な金額や割合を確定することが困難なため、表示しておりません。
なお、運用に関する費用は、将来変更される可能性があります 。

特別勘定 費用 特別勘定 費用

安定バランス型 年率 0.352％（税抜0.320％） 世界株式型 年率 0.286％（税抜0.260％）

安定成長バランス型 年率 0.517％（税抜0.470％） 米国株式型 年率 0.418％（税抜0.380％）

成長バランス型 年率 0.407％（税抜0.370％） ESG日本株式型 年率 0.330％（税抜0.300％）

日本株式型 年率 0.275％（税抜0.250％） ESG世界株式型 年率 0.330％（税抜0.300％）

＊1 保険期間中にコツコツ積立の金額を引き上げた場合は、以後その金額でのコツコツ積立とします。
＊2 被保険者の年齢・性別により異なる死亡保険金を最低保証するために必要な費用（年率）については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）兼商品パンフレット」を

ご覧ください。
＊3 各特別勘定ごとの運用に関する費用
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